
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域自治区制度が開始して３年が経過し、各地域協議会では地域の課題解決や活性化に向けて協

議しています。今年度、自治振興事務所より地域協議会委員を対象とした先進自治体の視察研修２

コースを企画し、各地域自治区から総勢３４名の地域協議会委員の方に参加していただきました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

人口減少により小学校は閉校、幼稚園は休園、唯一のガソリンスタンド 

も撤退、行政支所も縮小…。このような逆境の中、ガソリンスタンドは 

住民出資による合同会社を立ち上げ復活、また、エネルギーの地産地消 

を目指し、地元間伐材を燃料にした事業を開始するなど、未来を切り拓く挑戦を行っています。 

（平成 27年 11月 15日～16日） 

 『合併から 10年、逆境への挑戦！ 
～新しい自治「ムラ」の再生～』 

（平成 27年 11月 28日～29日） 

 

【概要】 

平成 16年 10月に 6市町村による市町村 

合併し、平成 17 年より地域自治区制度を開始しています。住民

自らが危機感を感じ、地域づくりに地域全体が協力し合って取り

組んでいます。地域の資源（農産物や棚田、森林等）を有効活用

して地域活性化に取り組んでいます。 

 

『自立の地域づくり・住民総参加のまちづくり』 
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上記視察終了後、視察参加者を対象に視察研修で感じたこと等の意見交換を行いました。 

「地域を活性化させるためには、リーダーの発掘と育成が必要だと思いました。年齢にこだわ

らず各世代のリーダーを発掘して、地域全体で応援してあげることが大切だと感じました。」、

「女性の力をどのように取り入れていくか、女性が活躍できる環境を作ることが大切だと感じ

ました。」、「新城市にも地域資源が多くあります。その資源をどのように活かしていくのか検

討していきたい。」、「地域の将来像（ビジョン）を描いて計画的 

に検討・実施していくことが必要だと感じました。」等、今回の 

視察研修で多くの事を感じ、気付き、それを参加者で共有するこ 

とができました。これからも、地域の課題解決や活性化に向けて 

皆さんと一緒に頑張っていきますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

東郷自治振興事務所 

新城市役所西館（はつらつセンター内） 

電話：0536-23-7693 

FA X：0536-23-7694 

担当：中村英紀 



 

 今年度、地域活動交付金（市民が行う地域をよくする活動への応援資金）を活用して活動された

団体は、東郷地域自治区内で１３団体、市内全域では 105団体になります。 

 それぞれに活動された成果を報告していただく会が、下記のとおり『新城市自治基本条例施行 3

周年記念フォーラム』と同時開催します。 

 どの地区でどんな事業を行っていたのか、どういった活動内容が交付金の対象となったのか等、

今後の地域活動の参考になる報告が見られますので、ぜひお越しください。 

 また、フォーラムでは、トークショーや基調講演等を行い、会場の外では福興市等も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「こんな活動をしたいけれど対象になるの？」、「プレゼンテーションって何？」、「書類の書き方

が分からない」等、地域活動交付金事業として取り組みたいことがありましたら、どんなことでも

結構ですので、お気軽に東郷自治振興事務所までご相談ください。 

 皆さんの頭の中にある地域活動への想いをカタチにしてみませんか！？  

 相談窓口 東郷自治振興事務所 電話 ０５３６－２３－７６９３ 

 

 

開催日：平成２８年３月２０日（日） 

場 所：新城文化会館  

時 間：午前１０時～午後４時 

◆パネル展示 （２階展示室）： 午前１０時から午後４時まで 

 全団体の活動報告が 1枚の大きな紙にまとめられ、成果物（会報

やチラシ、活動状況を記録した写真集など）が展示されます。 

◆プレゼンテーション （小ホール）： 午前１１時頃から 

 全団体を代表して４団体が成果報告を行います。 
昨年度のパネル展示の様子 

 

 

 

 

◆事前相談 ： 平成２８年２月１６日（火）～ 平成２８年３月３１日（木） 

◆募集期間 ： 平成２８年４月１日（金）～ 平成２８年４月２８日（木） 

◆審 査 日 ： 平成２８年５月下旬を予定 

◆事業期間 ： 交付決定日（審査による採択後）～ 平成２９年３月末 

◆交付金額 ： １事業の交付限度額：５０万円 補助対象経費に対して 100％以内 

◆応募資格 ： ①１６歳以上のものが、３名以上参加するグループ（ただし、申請者は、

２０歳以上で市内在住・在勤の者） 

        ②政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としていない団体 

        ③暴力団でない団体、暴力団員と関係の無い団体。 

◆審査方法 ： プレゼンテーションによる審査   

※ 平成 2８年度の予算施行決定されない場合は、募集中止となります。 


